






●民生委員は地域の見守り役
　上板町には、27名の民生委員・児童委員
と２名の主任児童委員がいます。
　民生委員は、地域住民の生活状況につい
て把握し、必要に応じて声かけ・相談・支
援等を行う人々です。その地域の住民であ
り、地域の実情を知っていて福祉活動・ボ
ランティア活動などに理解と熱意がある人
が選任されています。民生委員の任期は３
年で、３年に１度、全国で一斉改選が行わ
れます。
　また、全ての民生委員が児童委員を兼任
しており、「公平・公正」「人権への配慮」
を原則として守秘義務もあるため、相談内
容を勝手に他人に漏らされる心配もありま
せん。具体的な支援を行うだけでなく、生
活上の相談にのったり行政・専門機関から
の支援を受けるためのパイプ役になってく
れたりもします。

　５月12日（日）は、全国民生委員児童委員連合会が定める「民生委員・児童委員の日」です。また、５月12日から
の１週間は「活動強化週間」とされ、地域住民や関係機関・団体に民生委員・児童委員の存在やその活動を知ってもらい、
さらなる理解を得ることを目的としています。
　上板町民生委員・児童委員協議会でも、この「活動強化週間」を契機とし、誰もが安心して暮らせる地域社会の実
現に向け、訪問や声掛け等、日々の見守り活動に取り組んでいます。
　民生委員・児童委員は、日常生活の中で困ったことや心配ごと、相談したいことがあるときに、地域住民の身近な
相談相手となり、支援を必要とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役を務めています。民生委員・児童委員に
は守秘義務があり、秘密は守られますので、安心してご相談下さい。
　民生委員・児童委員を身近に感じていただき、地域住民との関係づくりや日ごろの見守り、相談活動等を円滑にす
すめていくためのご理解・ご協力をお願いします。

●民生委員の仕事は７つ
　民生委員の職務については、民生委員法第14条に規定されています。仕事の内容は大きく分けて７つです。民生
委員それぞれが考える問題点や改善策をとりまとめ、関係機関に提示することで、支援を必要とする人々に適切なサー
ビスが届きやすくなると期待されています。

地域の身近な相談相手「民生委員・児童委員」地域の身近な相談相手「民生委員・児童委員」

社会調査
地域の住民の状況
や福祉ニーズを常
に把握

相談
地域の人々の相談
にのったり見守り
や声かけを行う

情報提供
支援が必要な人に
制度やサービスの
情報を提供する

調整
地域住民の福祉ニ
ーズに応じたサー
ビス提供の調整

連絡通報
必要な福祉サービ
スが受けられるよ
う関係機関や団体
等に連絡

意見具申
問題点や改善策を
関係機関に提起

生活支援
地域住民の生活を
支援したり体制を
つくったりする

民生委員
７つの仕事

ご 存 じ で す か ？

5月12日（日）から
「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」が始まります
～身近に感じて下さい！あなたのまちの民生委員・児童委員～

5月12日（日）から
「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」が始まります
～身近に感じて下さい！あなたのまちの民生委員・児童委員～

● お問い合わせ ●　　上板町役場　民生児童課　　☎０８８－６９４－６８１１
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　民生委員・児童委員は、民生委員法・児童福祉法に基づき厚生労働大臣からの委嘱を受け、地域の中で福祉全般に
わたる相談や支援を行っているボランティアです。日常生活の中で困ったことや心配ごと、相談したいことがある時
に、お住まいの地域の民生委員・児童委員に相談すると、助言や、関係する行政機関等へ繋ぎます。民生委員・児童
委員には守秘義務がありますので安心してご相談ください。

氏　　名 電話番号 担　　当　　地　　区

南　城　満佐子 694−2652 大東、原東、滝ノ宮、西分団地

森　山　仁　士 090−1572−8121 原西（1）、原西（2）、原西（3）、フルーツタウン神宅、殿宮

吉　平　弘　治 694−2444 大山町、大山畑、神宮寺（1）、神宮寺（2）、川原田団地

別　所　哲　彦 694−2432 小柿、小柿北、西金屋、西原団地

大　木　幸　子 090−2782−9510 中北、大南（1）、大南（2）、大南（3）、学園橋

吉　岡　多惠子 090−7784−8376 神宅団地

多　富　節　子 694−3098 小路、西高原、中筋、中筋第２、日吉、地家、君ノ木、古北村

矢　武　幸　一 694−6906 神明、藍生、東光、馬道南、馬道、辻、大北村、東光団地、原渕

岩　瀬　達　夫 694−4590 川西（1）、川西（2）、横関団地、青木団地

上　原　千代子 090−6282−5886 川東（1）、川東（2）、八坂団地

樋　口　俊　博 694−3385 椎本西、椎本中、椎本東、椎本南、椎本北、椎本野神、椎本野神南、
椎本団地、椎本坂東、椎本501、サンパーク

竹　内　　　功 694−3562 北高瀬、古町、瀬部、元原、元原２

豊　川　　　賢 694−3528 柚木南東、柚木南西、柚木団地、柚木石橋、柚木東団地、仁界、中須賀、
鍛冶屋原南団地、天王、石橋ノ上、泓ノ上、神宅、ファミリースポーツ

佐　野　茂　文 694−5207 柚木北東、柚木北西

廣　瀬　寿美恵 694−2367 栗ノ木南、栗ノ木北東、栗ノ木北西

鳥　羽　秀　明 694−2014 中東（1）、中東（2）、セリエタウン

安　藝　和　子 694−5545 中西東、中西西、桃の里、居屋敷東

川　城　誠　一 694−3627 東原西、天神前、青谷、引野前坂口

影　山　充　央 694−2633 東原東、東原東２、桜ヶ丘、引野サンタウン、出口

三　宅　素　子 694−2586 門田、三条、熊ノ庄

坂　本　明　召 694−3882 山田、山田南、原、北

富　岡　　　修 694−2856 南瀬部、北瀬部、鳥屋、瀬部サンタウン、樫山

稲　井　正　巳 694−3076 西井内北、西井内南、中井内、東井内、東井内（2）

野　田　祐　美 694−2786 古田南、古田北、新田北、新東、新田中、新田中第２、新田西、新田東、新田東（2）

武　市　喜　仁 694−4056 高磯、高磯東、高磯南西、上六條

多　田　直　美 694−4162 下六條西、下六條中、下六條東

佐　藤　和　弘 694−3205 佐藤塚西、佐藤塚西（2）、佐藤塚南、佐藤塚東中･東中新、第十新田、第十団地

氏　　名 電話番号 担　　当　　地　　区

板　東  孝　子 694−6535 民生委員・児童委員のうち、つぎの2名が主任児童委員として活動しています。
主任児童委員は、担当地区をもたず、区域担当の民生委員・児童委員と連携しな
がら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。上　原　明　子 694−3356

上板町民生委員・児童委員を紹介します

● お問い合わせ ●　　上板町役場　民生児童課　　☎０８８−６９４−６８１１
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く
ら
し
の
保
険
相
談

　
馬
道
会
館
で
は
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ

ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
に
よ
る
生
活
に
密
接

し
た
各
種
保
険
相
談
を
開
催
し
ま
す
。

　
疑
問
や
不
安
を
か
か
え
て
い
る
か

た
、
老
後
の
生
活
設
計
に
悩
ん
で
い

る
か
た
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
相
談
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

●
日
時

　
令
和
６
年
５
月
28
日（
火
）

　
午
後
１
時
30
分
か
ら

●
場
所

　
馬
道
会
館

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）４
８
６
８

　
上
板
町
西
分
字
原
渕
18

−

２

　
相
談
は
先
着
順
と
な
り
ま
す
の
で
、

お
早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

�

人
権
相
談

　
上
板
町
で
は
法
務
大
臣
よ
り
委
嘱

を
う
け
た
人
権
擁
護
委
員
が
、
特
設

相
談
所
を
設
け
、
皆
様
の
人
権
に
つ

い
て
の
相
談
を
受
け
た
り
、
法
務
局

と
連
携
し
な
が
ら
人
権
を
守
る
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。
令
和
６
年
５
月

は
次
の
と
お
り
予
定
し
て
い
ま
す
。

●
開
催
場
所

　
上
板
町
中
央
公
民
館

　
（
役
場
２
階
）
第
１
会
議
室

●
開
催
日
時

　
令
和
６
年
５
月
16
日（
木
）

　
令
和
６
年
５
月
31
日（
金
）

　
午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時

　
ま
た
、
徳
島
県
立
人
権
教
育
啓
発

推
進
セ
ン
タ
ー
及
び
徳
島
地
方
法
務

局
常
設
相
談
所
で
、
人
権
に
関
す
る

様
々
な
相
談
を
受
け
付
け
て
お
り
ま

す
。

●
人
権
教
育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー

　
徳
島
県
男
女
参
画
・
人
権
課
分
室

　
☎
０
８
８（
６
６
４
）３
７
０
１

　
徳
島
市
東
沖
洲
２

−

14

　
沖
洲
マ
リ
ン
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
内

　
あ
い
ぽ
ー
と
徳
島

●
徳
島
地
方
法
務
局
常
設
相
談
所

　
徳
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　
徳
島
市
徳
島
町
城
内
６
番
地
６

　
徳
島
合
同
庁
舎
６
階

　
相
談
時
間　
平
日　
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
５
時
15
分

電
話
に
よ
る
相
談

⃝

み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
５
７
０（
０
０
３
）１
１
０

　
※
発
信
地
域
に
応
じ
て
、
最
寄
り
の

相
談
所
に
つ
な
が
り
ま
す
。

⃝

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　
全
国
共
通
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
１
２
０（
０
０
７
）１
１
０

⃝

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

「
点
検
さ
せ
て
」は
口
実
で
す
！

　
給
湯
器
や
屋
根
修
理
、
水
ま
わ
り

な
ど
の
無
料
点
検
と
言
っ
て
自
宅
を

訪
れ
、
嘘
や
大
げ
さ
に
言
わ
れ
て
そ

の
場
で
交
換
や
修
理
の
契
約
を
し
て

し
ま
っ
た
、
と
言
っ
た
点
検
商
法
が

ま
た
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

●
注
意
点

・
電
話
や
訪
問
で
点
検
を
持
ち
か
け

る
業
者
に
は
安
易
に
点
検
さ
せ
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
ひ
と
り
で
応
対
し
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

・
そ
の
場
で
は
契
約
せ
ず
に
、
十
分

に
比
較
・
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
期
間
限
定
に
即

決
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
が
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　
特
に
昼
間
自
宅
で
い
る
時
間
が
長

い
方
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
い
き
な
り
自
宅
に
訪
問
し
て
（
ど

ん
な
商
品
で
も
）
勧
誘
す
る
こ
と
は

認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
「
い
ら
な
い
、
帰
っ
て
く
だ
さ

い
。」
と
は
っ
き
り
断
り
ま
し
ょ
う
。

　
点
検
に
来
て
も
相
手
に
し
な
い
の

　
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

　
※
発
信
地
域
に
応
じ
て
、
最
寄
り
の

相
談
所
に
つ
な
が
り
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
住
民
人
権
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
０
９

�

一
日
行
政
相
談
所

開
設
予
定
日

　
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
役
所
の
仕
事

に
対
す
る
苦
情
や
要
望
な
ど
の
相
談

を
受
け
、
必
要
に
応
じ
て
関
係
行
政

機
関
に
あ
っ
せ
ん
を
行
い
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

●
開
設
日

　
令
和
６
年
５
月
15
日（
水
）

●
開
設
時
間

　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

●
開
設
場
所

　
上
板
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
総
務
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
０
１

　

各
種
相
談

お
知
ら
せ

　

各
種
相
談

お
知
ら
せ

年
金
／
健
康
保
険
／
失
業
保
険

労
災
保
険
交
通
事
故
／
生
命
保
険

住
宅
ロ
ー
ン　
　

上
板
町
消
費
生
活

相
談
窓
口
か
ら
の

お
知
ら
せ

が
一
番
で
す
が
、
も
し
契
約
し
て
し

ま
っ
て
も
諦
め
ず
に
左
記
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

●
上
板
町
消
費
生
活
相
談
窓
口

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
１
６

　
秘
密
厳
守
・
相
談
無
料 

　
受
付　
平
日
９
時
～
12
時　
13
時

～
16
時
30
分
（
土
・
日
・
祝
・
年

末
年
始
を
除
く
）

�

成
年
後
見
・
相
続
・

遺
言
無
料
相
談
会

の
お
知
ら
せ

　
「
成
年
後
見
制
度
」
と
は
、
本
人

の
判
断
能
力
が
不
十
分
な
場
合
に
、

本
人
を
法
律
的
に
保
護
し
、
支
え
る

た
め
の
制
度
で
す
。

　
ま
た
、
相
続
や
遺
言
の
ご
相
談
に

も
応
じ
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

●
日
時

　
令
和
６
年
６
月
４
日（
火
）

　
午
後
１
時
～
３
時

　
※
偶
数
月
の
第
一
火
曜
日
に
無
料

相
談
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

●
場
所

　
上
板
町
中
央
公
民
館
（
上
板
町
役

場
２
階
）　
第
一
会
議
室

●
お
問
い
合
わ
せ

　
一
般
社
団
法
人
コ
ス
モ
ス
成
年
後

見
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　
徳
島
県
支
部
徳
島
県
行
政
書
士
会
内

　
☎
０
８
８（
６
７
９
）４
４
４
０
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こ
の
た
び
、
３
月
18
日
か
ら
３
月
24
日

の
間
、
石
川
県
輪
島
市
門
前
町
に
お
い
て
、

能
登
半
島
地
震
被
災
地
支
援
に
従
事
し
ま

し
た
。

　
私
は
、
門
前
総
合
支
所
に
お
い
て
、
被

災
の
あ
っ
た
建
物
の
被
害
程
度
を
証
明
す

る
罹
災
（
被
災
）
証
明
書
の
発
行
業
務
を

担
当
し
ま
し
た
。
業
務
の
中
で
、
住
家
が

損
壊
し
避
難
所
生
活
を
さ
れ
て
い
る
方
や
、

被
害
の
判
定
結
果
が
自
身
の
思
い
と
は

違
っ
た
方
な
ど
も
お
ら
れ
、
被
災
者
の

方
々
の
心
情
に
寄
り
添
っ
た
対
応
が
必
要

で
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
現
地
の
家
屋
や
道
路
な
ど
の
被

害
は
大
き
く
、
避
難
所
で
は
ま
だ
多
く
の

方
が
生
活
さ
れ
て
い
ま
す
。
避
難
所
の
運

営
は
、
地
区
長
や
地
域
を
よ
く
知
る
方
を

中
心
に
避
難
者
自
ら
が
行
っ
て
お
り
、
自

助
・
共
助
の
重
要
性
を
改
め
て
感
じ
る
と

と
も
に
、
復
興
に
向
け
て
明
る
く
前
向
き

に
前
進
す
る
姿
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

　
上
板
町
に
お
い
て
も
、
南
海
ト
ラ
フ
地

震
や
中
央
構
造
線
地
震
、
豪
雨
災
害
、
河

川
の
氾
濫
な
ど
の
大
規
模
災
害
が
発
生
す

る
可
能
性
は
十
分
あ
る
た
め
、
住
民
と
職

員
一
人
一
人
が
防
災
意
識
を
持
ち
、
他
人

事
と
思
わ
な
い
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。

　
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
被
災
地
の
１

日
で
も
早
い
復
興
を
願
っ
て
い
ま
す
。

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

災
害
派
遣
報
告

建
設
課　
主
事　
　
　
　
　

杢
　
保
　
幸
　
輝

施設名 所在地
異常な現象の種類

洪水 土砂
災害

内水
氾濫 地震

上板町役場 上板町七條字経塚42番地 ○ ○ ○ ○

上板町農村環境改善センター 上板町七條字経塚42番地 ○ ○ ○ ○

上板中学校（体育館） 上板町神宅字西金屋44番地 ○ ○ ○ ○

神宅小学校（体育館） 上板町神宅字喜来135番地 ○ ○ ○ ○

東光小学校（体育館） 上板町西分字東光８番地 ○ ○ ○

松島小学校（体育館） 上板町鍛冶屋原字北原20番地 ○ ○ ○ ○

高志小学校（体育館） 上板町高瀬字天目一1108番地 ○ ○ ○

上板町文化センター 上板町神宅字青木10番地１ ○ ○ ○ ○

上板町文化センター
第１分館 上板町西分字滝ノ宮西26番地１ ○ ○ ○ ○

上板町馬道会館 上板町西分字原渕18番地２ ○ ○ ○

上板町ファミリースポーツ公園 上板町七條字天王７番地 ○ ○ ○

老人保健施設　健祥会ハート 上板町下六條字中西50番地１ ○ ○ ○ ○
社会医療法人あいざと会
藍里病院（グラウンド） 上板町佐藤塚字東288番地３ ○ ○ ○

※東光小学校（体育館）、高志小学校（体育館）、上板町馬道会館、上板町ファミリー
スポーツ公園、社会医療法人あいざと会　藍里病院（グラウンド）は、洪水の指定
緊急避難場所ではありません。

上板町指定緊急避難場所一覧
指定緊急避難場所と
指定避難所ってどう違うの？

○指定緊急避難場所

【指定緊急避難場所のイメージ】

対象とする災害に対し、
安全な構造である堅牢な
建築物

対象とする災害の危険
が及ばない、グラウンド・
駐車場

災害の危険から命を守るために緊急的に
避難する場所。
土砂災害、洪水、津波、地震等の
災害種別ごとに指定が行われる。

　指定緊急避難場所は災害か
ら命を守るために緊急的に非
難する場所。
　指定避難所は災害発生後に
避難してきた被災者が一定期
間生活をする施設です。

いざという時避難する場所をご存じですか？
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災
害
は
突
然
に

災
害
は
突
然
に

「
自
分
の
命
を
自
分
で
守
る
」た
め
に
、最
新
の

防
災
情
報
を
入
手
し
、適
切
な
避
難
行
動
を
と
る

こ
と
が
大
事
で
す
。

「
自
分
の
命
を
自
分
で
守
る
」た
め
に
、最
新
の

防
災
情
報
を
入
手
し
、適
切
な
避
難
行
動
を
と
る

こ
と
が
大
事
で
す
。

「防災情報」以外にも「県政情報」や「イベントのお知ら
せ」などを随時配信。メールマガジン「とくめる」や広報誌
「ＯＵＲ徳島」もお届けします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

県公式LINE

・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・

設定方法

LINEで防災情報を
発信中！

●下記のＱＲコードから「友だち」追加をお願いします。

https://page.line.me/803tuwov
徳島県公式ラインアカウントQRコード

1 2

※すだちくんメールによる送信内容に準拠。

配信内容

・ 高潮特別警戒水位情報

・ 土砂災害警戒情報

・ 気象情報
地震速報、津波速報、
顕著な大雨に関する情報

・ 避難情報
高齢者等避難、避難指示

・ 気象警報
大雨注意報を含む

・ 河川水位警戒情報

災害時に
情報は
大事です！

❶の防災情報をタップ。
❷の受信設定（防災）で、受信したい地域
　（市町村）の防災情報を登録。

「気象警報」や「避難指示」などの防災情報
をプッシュ型で配信します。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「県公式LINE」や「すだちくんメール」など「県公式LINE」や「すだちくんメール」など
徳島県の各種情報ツールに

今すぐ登録を！今すぐ登録を！

地
震
や
台
風
な
ど
の
災
害
時
に

県
公
式
L
I
N
E
、す
だ
ち
く
ん
メ
ー
ル

な
ど
で
最
新
情
報
を
発
信
中
!!

県
公
式
L
I
N
E
、す
だ
ち
く
ん
メ
ー
ル

な
ど
で
最
新
情
報
を
発
信
中
！！

地
震
や
台
風
な
ど
の
災
害
時
に
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家族、友人、社員等の安全を携帯端末、パソコン等
から確認できる災害時の安否確認システムです。

●震度5強以上の地震発生時、自動的に安否確認メールを発信。
●携帯電話・パソコン等から安否入力・確認が可能です。
●気象警報、地震情報、津波情報を配信します。

●無料で登録・利用できます。（通信料は別途必要）
●グループの登録者同士で安否情報を共有できます。

安否確認
メール

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

https://s.ourtokushima.jp
「すだちくんメール」トップページ

¥0

大地震が起きたら、あなたの大切な人は
どこにいますか？

・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・

●インターネット接続可能な端末ならどれでも利用可能です。
●日常的に利用できる機能が充実しています。
　（タイムライン／メッセージ／一斉メール等）

本人家族 同僚

登録方法

徳島県災害時の安否確認サービス

すだちくんメール

（配信イメージ画像）

すだちくんメールの利用には登録が必要です。
下記のQRコードをスマホ等で読み込み「新規
登録」から登録をお願いします。

徳島県防災・危機管理情報「安心とくしま」は、災害時
に、県民の皆さんの安全・安心に役立つ情報の発信や、
関係機関の情報にもアクセスすることができる防災
ポータルサイトです。

https://anshin.pref.tokushima.jp
徳島県防災・危機管理情報「安心とくしま」

防災情報マップでは、お近くの避難所の情報や、災害
時に開設している避難所、道路通行規制の情報が
確認できます。

水防情報

防災情報
マップ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳島県防災・危機管理情報

安心とくしま

徳島県災害
時の安否確

認サービス

すだちくん
メール

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

気象情報や水防情報、
ライフラインの状況な
ど、関係機関が発信す
る防災情報にアクセス
できるリンクも掲載し
ています。

「安心とくしま」の防災情報は
Twitter（@saigai 01）からも発信
しています。

「安心とくしま」の防災情報は
Ｘ（旧Twitter）からも発信しています。
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学校給食センター

●お問い合わせ●　上板町役場　住民人権課　☎088－694－6809

お誕生おめでとう
（令和６年３月）

公　門　直　人 美　緖 燈李
とうり

男の子（神宅）　

多　田　耕一郎 李　枝 充希
みつき

女の子（神宅）　

近　藤　広　崇 里　奈 　廉
れん

男の子（佐藤塚）　

　年間をとおして、ＪＡ板野郡にご協力いただいていますが、冬場はとくにい
ろいろな冬野菜を取り入れています。１月２５日は、ブロッコリーやカリフ
ラワー、かぶなどの上板町産冬野菜を使ったシチューでした。寒いからこそ
甘みを蓄える冬野菜をおいしくいただきました。
　食べ物だけでなく、冬が寒ければ寒いほど、春がよ
り暖かく幸せに感じられるのだと思います。地球を取
り巻く自然環境が取り沙汰されている今の時代、学校
給食でもＳＤＧｓに取り組んでいきたいと考えていま
す。今が便利に快適に終わればいいの
ではなく、これから育っていく子ども
たちによりよい環境を残せますように。

上板町がいっぱい冬野菜シチュー

● お問い合わせ ●　　上板町学校給食センター　　☎０８８－６９４－２２７９

軽自動車税（種別割） 自動車税

５月 ５月31日（１期） ５月31日（１期）

上板町役場　税務課
☎０８８−６９４−６８０７

令和６年度　町税及び保険料の
納付期限についてお知らせします
令和６年度の納期は次のとおりになっています。
納付期限内の納付にご協力をお願いいたします。

　上板町情報公開条例第28条及び上板町個人情
報保護条例第５条の規定により、令和５年度にお
ける情報公開実施状況及び個人情報保護制度運用
状況について、次のとおり公表します。

情報公開実施状況
実施機関 請求件数 公　開 部分公開 非公開 拒　否
町　　長 ３件 ２件 １件 ０件 ０件
合　　計 ３件 ２件 １件 ０件 ０件

● お問い合わせ ●　　上板町役場　総務課　　☎０８８−６９４−６８０１

個人情報開示請求の状況
請求件数 開　示 部分開示 不開示

合　　計 ０件 ０件 ０件 ０件

情報公開・個人情報
開示の実施状況

勤務日数及び時間
原則１日７時間30分（休憩60分）、週５日間、計37時
間30分以内の勤務、休日は、土曜日、日曜日、祝日及
び年末年始（12月29日から翌年１月３日まで）

調理師（さくら保育所内）　２名
■資格　応募する職種に必要な資格・免許及び運

転免許を有する者等

基本的な勤務条件
報酬：月額で支給します。
期末手当、通勤に係る費用等：一定の条件を満たす場合

は支給対象となります。
社会保険等：任用期間や勤務時間等の一定の条件を満た

す場合、市町村共済組合及び学校共済組合への加入・
厚生年金保険・雇用保険・公務災害（勤務場所により
労災保険）の適用があります。

● お問い合わせ ●
さくら保育所　☎０８８−６９４−８１８０

上板町会計年度任用職員
を募集します

※登録に際し、年齢要件はありません。

 募集職種
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月
１

日
発

行
見
や
す
い
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

フ
ォ
ント
を
採
用
し
て
い
ま
す
。


